
雇い入れ時の安全衛生教育 カリキュラム例(中央労働災害防止協会 新入者安全衛生テキスト参考)  

約３時間～４時間構成 

Ⅰ．はじめに 雇い入れ時の安全衛生教育について 10 分 

Ⅱ．安全につながる仕事の基本 50 分 

  ・あいさつ(接遇・服装マナー) ・きちんとした仕事 ・報告・連絡・相談 ・SNS の使用について 

Ⅲ．職場の安全衛生管理 25 分 

・労働災害とは？ ・労働災害の原因 ・労働安全衛生法 ・安全衛生管理体制 ・職場の安全衛生活動 

Ⅳ．安全な仕事の基本 25 分 

・会社の規則と職場のルール ・免許等の資格 ・安全衛生保護具 ・職場にある表示 ・合図  

・警報 ・整理整頓 ・危険予知 ・仕事を始める準備 

Ⅴ．安全な仕事の進め方 50 分 

・機械・器具取扱い ・電気取扱い ・化学物質取扱い ・運搬 ・転落・転倒予防  

・道具・工具取扱い ・火災や爆発を防止 ・特殊車両の知識 ・熱中症予防 ・パソコン等取扱い 

Ⅵ．安全で快適な環境の為に 50 分 

  ・交通安全 ・地震などの緊急時の対応 ・応急措置(労働災害発生時などの対応) ・仕事と健康 

  ・心の健康のために ・ストレスを知る ・ハラスメントはいけません ・食生活を健康的に 

  ・お酒をたのしく ・タバコとマナー ・運動しよう ・いい睡眠 ・感染症をひろげない 

Ⅶ．締め 修了 

※ 上 記 は あ く ま で 一 例 で す 。 特 別 教 育 と 違 い 、 雇 入 れ 時 の 安 全 衛 生 教 育 は 、 法 令 等 で の 細 か

い カ リ キ ュ ラ ム 指 定 は あ り ま せ ん の で 、 以 下 の 安 衛 則 ３ ５ 条 を 踏 ま え 、 上 記 カ リ キ ュ ラ ム 例

を 参 考 に 各 社 業 務 実 態 に 応 じ て 実 施 し て く だ さ い 。  

講 師 が 御 社 に お 伺 い し て 開 催 す る 、 出 張 で の 雇 い 入 れ 時 の 安 全 衛 生 教 育 も 、 全 照 協 に て ご

対 応 さ せ て 頂 き ま す の で 、 お 困 り の 際 は 事 務 局 ま で ご 相 談 く だ さ い 。  

 

安衛則第 35 条【雇入れ時の安全衛生教育の内容】  

（ １ ） 機 械 等 、 材 料 等 の 危 険 性 又 は 有 害 性 及 び こ れ ら の 取 扱 い 方 法 に 関 す る こ と  

（ ２ ） 安 全 装 置 、 有 害 物 抑 制 装 置 又 は 保 護 具 の 性 能 及 び こ れ ら の 取 扱 い 方 法 に 関 す る こ と  

（ ３ ） 作 業 手 順 に 関 す る こ と  

（ ４ ） 作 業 開 始 時 の 点 検 に 関 す る こ と  

（ ５ ） 当 該 業 務 に 関 し て 発 生 す る お そ れ の あ る 疾 病 の 原 因 及 び 予 防 に 関 す る こ と  

（ ６ ） 整 理 、 整 頓 及 び 清 潔 の 保 持 に 関 す る こ と  

（ ７ ） 事 故 時 等 に お け る 応 急 措 置 及 び 退 避 に 関 す る こ と  

（ ８ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 当 該 業 務 に 関 す る 安 全 又 は 衛 生 の た め に 必 要 な 事 項  
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